








[敷地面積が3,000㎡以上の場合]
　道路境界線からの距離　　　　　　　　　…５ｍ以上
　道路境界線以外の敷地境界線からの距離　…２ｍ以上

[敷地面積が3,000㎡未満の場合]
　全ての敷地境界線からの距離　　　　　　…２ｍ以上

[敷地面積が3,000㎡以上の場合]

[敷地面積が3,000㎡未満の場合]

2ｍ以上

5ｍ以上

2ｍ以上

2ｍ以上

(イ)「規定に適合しない部分　　  
      の長さ：a」が従前以下
　　　　　
(ロ)「全ての敷地境界線から
　   規定に適合しない部分ま
　　での距離：ｂ」が従前以上

(a)

(b)

(b)

(b)

　周辺環境と調和した景観を創出するため、建築物等の意匠について制限を定めています。

※一定規模以上の建築物・工作物等は、加古川市景観まちづくり条例に基づく、大規模建築物等景観形成基準に
　沿った意匠・色彩としてください。（事前に届出が必要です）
※屋外広告物は、兵庫県屋外広告物条例の基準とします。また、加古川市景観まちづくり条例屋外広告物色彩協
　力指針に沿った色彩としてください。

　周辺環境と調和した景観を創出するため、垣又はさくの構造の制限を定めています。

○道路に面する垣又はさくは、生垣又は透視可能なフェン
　スと植栽を併設してください。
○土地が団地内の道路に面する側は、幅２ｍ以上の緑地帯
　を設置してください。（宅地法面を含む）
○前面道路に主要門を設置する場合は、道路境界線から2ｍ
　以上後退させてください。

生垣又は透視可能なフェンス
と植栽(※)を併設

※団地内道路に面する場合は、
　2ｍ以上の緑地帯を確保

主要門

2m以上後退

※ただし、右図の斜線で示すような、
　壁面の位置の制限に適合しない部分
　を有する建物で、地区計画の決定告
　示の際に、現に存するまたは工事中
　であるものについて、右図の（イ）
　及び（ロ）のいずれにも適合する範
　囲内の増改築は緩和されます。

壁面の位置の制限

○敷地周辺から見える部分（建築物の外壁及び屋根等）は周辺環
　境と調和した意匠となるよう、原色の使用を控えるなど配慮し
　てください。

〈参考：その他の法令等による制限〉
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(b)
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